
　　

　　

　　
　　

←

8.その他の
理由を右欄
へ記入

納入書の要否

※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。
（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。

 新しい勤務先へは、
円

月割額 を

整 理 番 号
に係る給与所得者異動届出書

　 宛名
番号

 異動後の未徴収税額の徴収方法

※新しい勤務先が法人の場合は、ご確認の上記入してください。

　特別徴収継続

　一括徴収

　普通徴収
　（本人が納付）

←

番号を記入

市民税・県民税・森林環境税 給与支払報告
特 別 徴 収

令和 年

岩出

フリガナ

所
　
在
　
地

〒

名
　
称

新
 
姓氏　名

月 日
個人番号又は法人番号
（右詰めでご記入ください）

特別
徴収
指定
番号

提出

特別
徴収
指定
番号

宛名
番号

令和
円 円 円 年

月 日

月分から

異動の事由

番号を記入生年月日 ←
1.明治 2.大正

異動年月日
特別徴収税額
（年税額）

徴収済税額

月分から

　
　

1月1日
現在

3.昭和 4.平成 
月分まで 月分まで

年 月 日

異動後

個 人 番 号

新しい
勤務先
(特別
徴収義
務者)

所

在

地

〒 特別徴収指定番号  

 

名

称

フリ
ガナ 法

人
番
号

月分（翌月10日納期限）で納入します。

  月分

（新規の場合のみ記載）

受給者番号

　必要　 　不要番号を記入
　　←

G H I J K L

FA B C D E

入力者 点検

７年度
入力者 点検

市 町 村 処 理 欄

 

８年度

  番号を記入

←

 
  番号を記入

1.異動年月日が12月31日以前でかつ本人からの申出があったため。
2.異動年月日が1月1日以降でかつ特別徴収の継続の希望がないため。

　左記の一括徴収した税額は、←

円
徴収予定額

（（ウ）と同額）を
右欄に記入

８ 特
別
徴
収
指
定
番
号
及
び
宛
名
番
号
は
、
特
別
徴
収
税
額
決
定
・
変
更
通
知
書
（
特
別
徴
収
義
務
者
用
）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

注 意 事 項 等

１ 

本
書
は
、
特
別
徴
収
の
（
個
人
の
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
を
給
与
差
引
し
て
い
る
又
は
特
別
徴
収
の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
）
従
業
員
等
が
、
異
動
（
退
職
・
転
勤
等
）

　 

し
た
場
合
に
ご
提
出
い
た
だ
く
用
紙
で
す
。
提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
１
０
日
ま
で
で
す
。
従
業
員
等
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
、
提
出
不
要
で
す
。

２ 

機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
二
重
線
で
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

３ 

給
与
所
得
者
本
人
が
国
外
に
出
国
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受付印

1　特別徴収義務者を変更
2　普通徴収切替
3　一括徴収
4　その他

1　特別徴収義務者を変更
2　普通徴収切替
3　一括徴収
4　その他

月分以降の
月割額は

月分以降の
月割額は

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

元
号

住
　
　
所

給
　
与
　
所
　
得
　
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

市長

課 

係

氏
　
名
電
話
番
号

内 

線

担
　
　
当
　
　
者

７
　
年
　
度
８
　
年
　
度

（ア）
（ア）ー（イ）

（イ） （ウ）
未徴収税額

例）11月10日納期限分の場合→10月分

※事業主及び従業員の希望
　のみによる普通徴収への
　切替はできません。

1.転勤・転籍
2.退職
3.死亡
4.休職
5.長欠
6.支払少額
7.支払不定期
8.その他

特別徴収継続の場合（給与所得者が、新しい勤務先で特別徴収を希望する場合に記入してください。）

一括徴収の場合（未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください。）

普通徴収の（一括徴収しない）場合（1及び2に当てはまらない場合に記入してください。３

２

１

異動年月日が1月1日～4月30日の場合は、原則、一括徴収してください。
1.異動年月日が6月1日～12月31日でかつ本人からの申出がないため。
2.異動年月日が1月1日～4月30日でかつ給与及び退職手当等から未徴収税額（ウ）を一括徴収できないため。
3.死亡による退職のため。

担
　
当
　
者

氏 

名

電 

話
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税額通知書の左上の
欄にある指定番号を
書いてください。

税額通知書を通知し
てから最終の徴収月
までの月と、その徴
収した税額を書いて
ください。

税額通知書の左上の
欄にある宛名番号を
書いてください。

特別徴収することが
できなくなった事由
の番号を記入してく
ださい。

一括徴収した税額を
何月分で納入するか
書いてください。

給与の支払を受けな
くなった年月日を書
いてください。

年税額から徴収税額
を差引いた税額を書
いてください。

一括徴収する税額
（未徴収税額と同額）
を書いてください。

税額通知書に記載さ
れた年税額を書いて
ください。

婚姻などで姓が変
わった場合に書いて
ください。

転勤等により新しい
勤務先へ行かれる場
合は、その名称及び
所在地を書いてくだ
さい。

一括徴収しない場合
はその理由について
該当番号を記入して
ください。

給与の支払を受けな
くなった後の月割額

（未徴収税額）を一
括徴収（特別徴収で
納入）する場合は該
当番号を記入してく
ださい。

退職などにより住所
を変更されたときは、
その新しい住所を書
いてください。なお、
不明のときは本籍地
を書いてください。

退職や転勤した納税
義務者の令和８年１
月１日現在の住所を
書いてください。

退職や転勤した納税
義務者の個人番号を
書いてください。

退職や転勤した納税
義務者の生年月日を
書いてください。

退職や転勤した納税
義務者の氏名を書い
てください。

納税義務者が転勤等
された場合で引き続
き新しい勤務先で特
別徴収を行うよう連
絡済のときは、毎月
徴収する金額と徴収
する最初の月を書い
てください。

給与所得者異動届出書の記載のしかた



　
　

　
　

　
　

　
　

←

8.そ
の
他
の

理
由
を
右
欄

へ
記
入

納
入
書
の
要
否

※
新
し
い
勤
務
先
へ
月
割
額
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

（
翌
月
10
日
納
期
限
）
か
ら
徴
収
し
、
納
入
す
る
よ
う
連
絡
済
み
で
す
。

 新
し
い
勤
務
先
へ
は
、

円
月
割
額

を

整
理
番
号

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書 　

宛
名

番
号

 
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法

※
新
し
い
勤
務
先
が
法
人
の
場
合
は
、
ご
確
認
の
上
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
継
続

　
一
括
徴
収

　
普
通
徴
収

　
（
本
人
が
納
付
）

←

番
号
を
記
入

市
民
税・
県
民
税・
森
林
環
境
税

給
与
支
払
報
告

特
別
徴
収

令
和

年

岩
出

フ
リ
ガ
ナ

所 　 在 　 地

〒

名 　 称

新  姓
氏
　
名

月
日

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
右
詰
め
で
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

特
別

徴
収

指
定

番
号

提
出

特
別

徴
収

指
定

番
号

宛
名

番
号

令
和

円
円

円
年

月
日

月
分
か
ら

異
動
の
事
由

番
号
を
記
入

生
年
月
日

←
1.
明
治
 2
.大
正

異
動
年
月
日

特
別
徴
収
税
額

（
年
税
額
）

徴
収
済
税
額

月
分
か
ら

　 　

1月
1日

現
在

3.
昭
和
 4
.平
成
 

月
分
ま
で

月
分
ま
で

年
月

日

異
動
後

個
人
番
号

新
し
い

勤
務
先

(特
別

徴
収
義

務
者
)

所 在 地

〒
特
別
徴
収
指
定
番
号

  

名 称

フ
リ

ガ
ナ

法 人 番 号

月
分
（
翌
月
10
日
納
期
限
）
で
納
入
し
ま
す
。

  月
分

（
新
規
の
場
合
の
み
記
載
）

受
給
者
番
号

　
必
要
　
　
不
要

番
号
を
記
入

　
　
←

G
H

I
J

K
LF

A
B

C
D

E

入
力
者

点
検

７
年
度

入
力
者

点
検

市
町
村
処
理
欄

 

８
年
度

  番
号
を
記
入 ←

   番
号
を
記
入

1.異
動
年
月
日
が
12
月
31
日
以
前
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
以
降
で
か
つ
特
別
徴
収
の
継
続
の
希
望
が
な
い
た
め
。

　
左
記
の
一
括
徴
収
し
た
税
額
は
、

←

円
徴
収
予
定
額

（（
ウ
）と
同
額
）を

右
欄
に
記
入

８
特別徴収指定番号及び宛名番号は、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）をご確認ください。

注
意
事
項
等 １ 本書は、特別徴収の（個人の市民税・県民税・森林環境税を給与差引している又は特別徴収の給与支払報告書を提出した）従業員等が、異動（退職・転勤等）

　 した場合にご提出いただく用紙です。提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日までです。従業員等の住所変更のみの場合は、提出不要です。

２ 機械読み取りを行う場合がありますので、太枠内へ記入してください。訂正する場合は二重線で抹消してください。

３ 給与所得者本人が国外に出国されるなどの場合は、納税管理人の届出が必要となります。詳しくは、市町村へお問い合わせください。

受
付
印

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

月
分
以
降
の

月
割
額
は

月
分
以
降
の

月
割
額
は

旧特別徴収処理欄

元号

住　　所

給　与　所　得　者

（特別徴収義務者）

給　与　支　払　者

市
長

課 係 氏　名 電話番号 内 線

担　　当　　者

７　年　度 ８　年　度
（
ア
）

（
ア
）
ー
（
イ
）

（
イ
）

（
ウ
）

未
徴
収
税
額

例
）
11
月
10
日
納
期
限
分
の
場
合
→
10
月
分

※
事
業
主
及
び
従
業
員
の
希
望

　
の
み
に
よ
る
普
通
徴
収
へ
の

　
切
替
は
で
き
ま
せ
ん
。

1.
転
勤
・
転
籍

2.
退
職

3.
死
亡

4.
休
職

5.
長
欠

6.
支
払
少
額

7.
支
払
不
定
期

8.
そ
の
他

特
別
徴
収
継
続
の
場
合
（
給
与
所
得
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
で
特
別
徴
収
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

一
括
徴
収
の
場
合
（
未
徴
収
税
額
を
一
括
徴
収
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

普
通
徴
収
の（
一
括
徴
収
し
な
い
）場
合
（
1
及
び
2
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３２１

異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
の
場
合
は
、
原
則
、
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

1.異
動
年
月
日
が
6月
1日
～
12
月
31
日
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
で
か
つ
給
与
及
び
退
職
手
当
等
か
ら
未
徴
収
税
額（
ウ
）を
一
括
徴
収
で
き
な
い
た
め
。

3.死
亡
に
よ
る
退
職
の
た
め
。

担　当　者

氏 名 電 話

− 13 −

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△

記
 載

 注
 意

転
勤

の
場

合

１
.　

こ
の

届
出

書
は

、
給

与
支

払
報

告
書

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書
と

特
別

徴
収

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書
が

同
じ

様
式

に
な

っ
て

い
ま

す
。

異
動

届
出

書
は

給
与

の
支

払
を

受
け

な
く

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

10
日

ま
で

に
、

そ
れ

ぞ
れ

関
係

市
区

町
村

（
給

与
所

得
者

が
令

和
８

年
１

月
１

日
現

在
居

住
し

て
い

た
市

区
町

村
）

へ
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

２
.　

太
線

で
囲

ん
で

い
る

部
分

に
つ

い
て

の
み

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

３
.　「

一
括

徴
収

」
に

関
す

る
記

載
は

、
次

に
よ

り
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
一

括
徴

収
し

な
い

場
合

で
も

必
ず

必
要

事
項

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
一

括
徴

収
す

る
場

合
・

・
・

・
そ

の
理

由
に

つ
い

て
該

当
番

号
を

記
入

し
、

「
徴

収
予

定
額

」
欄

等
に

所
要

事
項

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
一

括
徴

収
し

な
い

場
合

・
・

・
・

そ
の

理
由

に
つ

い
て

該
当

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

和
歌
山
県
岩
出
市
西
野

20
9

給
与
係

紀
州
　
緑

○
○

○
○

ー
△

△
ー

×
×

×
×

○
○

○
○

ー
△

△
ー

×
×

×
×

○
○

株
式

会
社

△
株

式
会

社
サ

ン
カ

ク

岩
出

 
太

郎

岩
出

市
荊

本
6
3
-
2

和
歌
山
県
岩
出
市
金
池

92
山
川
　
空

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

既
に

あ
る

場
合

は
記

入

イ
ワ

デ
　

タ
ロ

ウ

6
4
9
-
6
2
3
5

6
4
9
-
6
2
5
6

8 8
1

3 ×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

5
7

8 5

7

8
1

1

5
5
5
5
5
5
5

1 1

5
5
5
5
5
5
5

25

6
5

4
7

12
0,
00
0

20
,0
00

10
0,
00
0

10
,0
00

8



　
　

　
　

　
　

　
　

←

8.そ
の
他
の

理
由
を
右
欄

へ
記
入

納
入
書
の
要
否

※
新
し
い
勤
務
先
へ
月
割
額
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

（
翌
月
10
日
納
期
限
）
か
ら
徴
収
し
、
納
入
す
る
よ
う
連
絡
済
み
で
す
。

 新
し
い
勤
務
先
へ
は
、

円
月
割
額

を

整
理
番
号

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書 　

宛
名

番
号

 
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法

※
新
し
い
勤
務
先
が
法
人
の
場
合
は
、
ご
確
認
の
上
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
継
続

　
一
括
徴
収

　
普
通
徴
収

　
（
本
人
が
納
付
）

←

番
号
を
記
入

市
民
税・
県
民
税・
森
林
環
境
税

給
与
支
払
報
告

特
別
徴
収

令
和

年

岩
出

フ
リ
ガ
ナ

所 　 在 　 地

〒

名 　 称

新  姓
氏
　
名

月
日

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
右
詰
め
で
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

特
別

徴
収

指
定

番
号

提
出

特
別

徴
収

指
定

番
号

宛
名

番
号

令
和

円
円

円
年

月
日

月
分
か
ら

異
動
の
事
由

番
号
を
記
入

生
年
月
日

←
1.
明
治
 2
.大
正

異
動
年
月
日

特
別
徴
収
税
額

（
年
税
額
）

徴
収
済
税
額

月
分
か
ら

　 　

1月
1日

現
在

3.
昭
和
 4
.平
成
 

月
分
ま
で

月
分
ま
で

年
月

日

異
動
後

個
人
番
号

新
し
い

勤
務
先

(特
別

徴
収
義

務
者
)

所 在 地

〒
特
別
徴
収
指
定
番
号

  

名 称

フ
リ

ガ
ナ

法 人 番 号

月
分
（
翌
月
10
日
納
期
限
）
で
納
入
し
ま
す
。

  月
分

（
新
規
の
場
合
の
み
記
載
）

受
給
者
番
号

　
必
要
　
　
不
要

番
号
を
記
入

　
　
←

G
H

I
J

K
LF

A
B

C
D

E

入
力
者

点
検

７
年
度

入
力
者

点
検

市
町
村
処
理
欄

 

８
年
度

  番
号
を
記
入 ←

   番
号
を
記
入

1.異
動
年
月
日
が
12
月
31
日
以
前
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
以
降
で
か
つ
特
別
徴
収
の
継
続
の
希
望
が
な
い
た
め
。

　
左
記
の
一
括
徴
収
し
た
税
額
は
、

←

円
徴
収
予
定
額

（（
ウ
）と
同
額
）を

右
欄
に
記
入

８
特別徴収指定番号及び宛名番号は、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）をご確認ください。

注
意
事
項
等 １ 本書は、特別徴収の（個人の市民税・県民税・森林環境税を給与差引している又は特別徴収の給与支払報告書を提出した）従業員等が、異動（退職・転勤等）

　 した場合にご提出いただく用紙です。提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日までです。従業員等の住所変更のみの場合は、提出不要です。

２ 機械読み取りを行う場合がありますので、太枠内へ記入してください。訂正する場合は二重線で抹消してください。

３ 給与所得者本人が国外に出国されるなどの場合は、納税管理人の届出が必要となります。詳しくは、市町村へお問い合わせください。

受
付
印

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

月
分
以
降
の

月
割
額
は

月
分
以
降
の

月
割
額
は

旧特別徴収処理欄

元号

住　　所

給　与　所　得　者

（特別徴収義務者）

給　与　支　払　者

市
長

課 係 氏　名 電話番号 内 線

担　　当　　者

７　年　度 ８　年　度
（
ア
）

（
ア
）
ー
（
イ
）

（
イ
）

（
ウ
）

未
徴
収
税
額

例
）
11
月
10
日
納
期
限
分
の
場
合
→
10
月
分

※
事
業
主
及
び
従
業
員
の
希
望

　
の
み
に
よ
る
普
通
徴
収
へ
の

　
切
替
は
で
き
ま
せ
ん
。

1.
転
勤
・
転
籍

2.
退
職

3.
死
亡

4.
休
職

5.
長
欠

6.
支
払
少
額

7.
支
払
不
定
期

8.
そ
の
他

特
別
徴
収
継
続
の
場
合
（
給
与
所
得
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
で
特
別
徴
収
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

一
括
徴
収
の
場
合
（
未
徴
収
税
額
を
一
括
徴
収
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

普
通
徴
収
の（
一
括
徴
収
し
な
い
）場
合
（
1
及
び
2
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３２１

異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
の
場
合
は
、
原
則
、
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

1.異
動
年
月
日
が
6月
1日
～
12
月
31
日
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
で
か
つ
給
与
及
び
退
職
手
当
等
か
ら
未
徴
収
税
額（
ウ
）を
一
括
徴
収
で
き
な
い
た
め
。

3.死
亡
に
よ
る
退
職
の
た
め
。

担　当　者

氏 名 電 話

　
　

　
　

　
　

　
　

←

8.そ
の
他
の

理
由
を
右
欄

へ
記
入

納
入
書
の
要
否

※
新
し
い
勤
務
先
へ
月
割
額
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

（
翌
月
10
日
納
期
限
）
か
ら
徴
収
し
、
納
入
す
る
よ
う
連
絡
済
み
で
す
。

 新
し
い
勤
務
先
へ
は
、

円
月
割
額

を

整
理
番
号

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書 　

宛
名

番
号

 
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法

※
新
し
い
勤
務
先
が
法
人
の
場
合
は
、
ご
確
認
の
上
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
継
続

　
一
括
徴
収

　
普
通
徴
収

　
（
本
人
が
納
付
）

←

番
号
を
記
入

市
民
税・
県
民
税・
森
林
環
境
税

給
与
支
払
報
告

特
別
徴
収

令
和

年

岩
出

フ
リ
ガ
ナ

所 　 在 　 地

〒

名 　 称

新  姓
氏
　
名

月
日

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
右
詰
め
で
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

特
別

徴
収

指
定

番
号

提
出

特
別

徴
収

指
定

番
号

宛
名

番
号

令
和

円
円

円
年

月
日

月
分
か
ら

異
動
の
事
由

番
号
を
記
入

生
年
月
日

←
1.
明
治
 2
.大
正

異
動
年
月
日

特
別
徴
収
税
額

（
年
税
額
）

徴
収
済
税
額

月
分
か
ら

　 　

1月
1日

現
在

3.
昭
和
 4
.平
成
 

月
分
ま
で

月
分
ま
で

年
月

日

異
動
後

個
人
番
号

新
し
い

勤
務
先

(特
別

徴
収
義

務
者
)

所 在 地

〒
特
別
徴
収
指
定
番
号

  

名 称

フ
リ

ガ
ナ

法 人 番 号

月
分
（
翌
月
10
日
納
期
限
）
で
納
入
し
ま
す
。

  月
分

（
新
規
の
場
合
の
み
記
載
）

受
給
者
番
号

　
必
要
　
　
不
要

番
号
を
記
入

　
　
←

G
H

I
J

K
LF

A
B

C
D

E

入
力
者

点
検

７
年
度

入
力
者

点
検

市
町
村
処
理
欄

 

８
年
度

  番
号
を
記
入 ←

   番
号
を
記
入

1.異
動
年
月
日
が
12
月
31
日
以
前
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
以
降
で
か
つ
特
別
徴
収
の
継
続
の
希
望
が
な
い
た
め
。

　
左
記
の
一
括
徴
収
し
た
税
額
は
、

←

円
徴
収
予
定
額

（（
ウ
）と
同
額
）を

右
欄
に
記
入

８
特別徴収指定番号及び宛名番号は、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）をご確認ください。

注
意
事
項
等 １ 本書は、特別徴収の（個人の市民税・県民税・森林環境税を給与差引している又は特別徴収の給与支払報告書を提出した）従業員等が、異動（退職・転勤等）

　 した場合にご提出いただく用紙です。提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日までです。従業員等の住所変更のみの場合は、提出不要です。

２ 機械読み取りを行う場合がありますので、太枠内へ記入してください。訂正する場合は二重線で抹消してください。

３ 給与所得者本人が国外に出国されるなどの場合は、納税管理人の届出が必要となります。詳しくは、市町村へお問い合わせください。

受
付
印

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

1　
特
別
徴
収
義
務
者
を
変
更

2　
普
通
徴
収
切
替

3　
一
括
徴
収

4　
そ
の
他

月
分
以
降
の

月
割
額
は

月
分
以
降
の

月
割
額
は

旧特別徴収処理欄

元号

住　　所

給　与　所　得　者

（特別徴収義務者）

給　与　支　払　者

市
長

課 係 氏　名 電話番号 内 線

担　　当　　者

７　年　度 ８　年　度
（
ア
）

（
ア
）
ー
（
イ
）

（
イ
）

（
ウ
）

未
徴
収
税
額

例
）
11
月
10
日
納
期
限
分
の
場
合
→
10
月
分

※
事
業
主
及
び
従
業
員
の
希
望

　
の
み
に
よ
る
普
通
徴
収
へ
の

　
切
替
は
で
き
ま
せ
ん
。

1.
転
勤
・
転
籍

2.
退
職

3.
死
亡

4.
休
職

5.
長
欠

6.
支
払
少
額

7.
支
払
不
定
期

8.
そ
の
他

特
別
徴
収
継
続
の
場
合
（
給
与
所
得
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
で
特
別
徴
収
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

一
括
徴
収
の
場
合
（
未
徴
収
税
額
を
一
括
徴
収
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

普
通
徴
収
の（
一
括
徴
収
し
な
い
）場
合
（
1
及
び
2
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３２１

異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
の
場
合
は
、
原
則
、
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

1.異
動
年
月
日
が
6月
1日
～
12
月
31
日
で
か
つ
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
た
め
。

2.異
動
年
月
日
が
1月
1日
～
4月
30
日
で
か
つ
給
与
及
び
退
職
手
当
等
か
ら
未
徴
収
税
額（
ウ
）を
一
括
徴
収
で
き
な
い
た
め
。

3.死
亡
に
よ
る
退
職
の
た
め
。

担　当　者

氏 名 電 話

− 14 −

和
歌
山
県
岩
出
市
西
野

20
9

和
歌
山
県
岩
出
市
西
野

20
9

給
与
係

給
与
係

紀
州
　
緑

紀
州
　
緑

○
○

○
○

ー
△

△
ー

×
×

×
×

○
○

○
○

ー
△

△
ー

×
×

×
×

○
○

株
式

会
社

○
○

株
式

会
社

岩
出

 
花

子
和

歌

岩
出

 
一

岩
出

市
荊

本
6
3
-
2

ア
メ

リ
カ

岩
出

市
荊

本
6
3
-
2

既
に

あ
る

場
合

は
記

入

イ
ワ

デ
　

ハ
ナ

コ
ワ

カ

イ
ワ

デ
　

ハ
ジ

メ

6
4
9
-
6
2
3
5

6
4
9
-
6
2
3
5

9 92 1

5 6

3 3× ×

× ×

× ×

×

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△

×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

3 1

1 12

2 1

1

5 5

1 12

9 8

2 2

2 3

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

2 32 3

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

29 18

6 6

3 1

4
9

3
0

12
0,
00
0

12
0,
00
0

80
,0
00

70
,0
00

40
,0
00

50
,0
00

40
,0
00

2
2



受
付
印

8

岩
出
市
長
殿

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
番
号

（
個
人
番
号
は
記
載
不
要
）

特
別
徴
収
義
務
者

指
定
番
号

名
称

（
氏
名
）

氏
名

現
住
所

所
在
地

（
住
所
）

住
所

（
1月
1日
）

生
年
月
日

税
額
通
知
書
の
希
望
送
付
日

（
注
）・
特
別
徴
収
開
始
月
は
原
則
毎
月（
6月
を
除
く
）1
0日
ま
で
に
届
い
た
も
の
は
届
い
た
月
の
翌
月
、1
1日
以
降
に
届
い
た
も
の
は
届
い
た
月
の
翌
々
月
と
な
り
ま
す
。

・
6月
か
ら
の
特
別
徴
収
の
開
始
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
原
則
そ
の
年
の
4月
10
日（
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）ま
で
に
本
届
出（
依
頼
）書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。原
則
そ
の
日
以
降
に
本
届
出（
依
頼
）書
が

届
い
た
場
合
に
は
、7
月
以
降
に
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

・
年
税
額
欄
に
は
、納
税
通
知
書
の「
年
税
額
」欄
の
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
過
年
度
該
当
分
は
、特
別
徴
収
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

年
　
　
月
　
　
日

代
表
者
名

郵
便
番
号

－

郵
便
番
号

－

連
絡
先

年
税
額（
ア
）

円 円 円

納
付
済
税
額

（
イ
）

特
別
徴
収

（
給
与
差
引
）

月
分
か
ら
特
別
徴
収
を
希
望
し
ま
す

通
知
書
番
号

普
通
徴
収
税
額
の

口
座
振
替
該
当
有
無

有
　
・
　
無

差
引
徴
収
税
額

（
ア
）―
（
イ
）

フ
リ
ガ
ナ

フ
リ
ガ
ナ

所
属

氏
名

電
話

特
別
徴
収
切
替
届
出（
依
頼
）書

提
出

（特別徴収義務者）

給与支払者

給与所得者

期
分

月
随

時
分

ま
で

（
納

期
限

は
翌

月
1
0
日

で
す

）

月
　

　
　

　
日

 
ま

で
(
備

考
：

）

※
下
記
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
特

別
徴

収
切

替
届

出（
依

頼
）書
の
記
載
の
し
か
た

◎
記

 載
 例
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岩
出
市
長
殿

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
番
号

（
個
人
番
号
は
記
載
不
要
）

特
別
徴
収
義
務
者

指
定
番
号

名
称

（
氏
名
）

氏
名

現
住
所

所
在
地

（
住
所
）

住
所

（
1月
1日
）

生
年
月
日

税
額
通
知
書
の
希
望
送
付
日

（
注
）・
特
別
徴
収
開
始
月
は
原
則
毎
月（
6月
を
除
く
）1
0日
ま
で
に
届
い
た
も
の
は
届
い
た
月
の
翌
月
、1
1日
以
降
に
届
い
た
も
の
は
届
い
た
月
の
翌
々
月
と
な
り
ま
す
。

・
6月
か
ら
の
特
別
徴
収
の
開
始
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
原
則
そ
の
年
の
4月
10
日（
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）ま
で
に
本
届
出（
依
頼
）書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。原
則
そ
の
日
以
降
に
本
届
出（
依
頼
）書
が

届
い
た
場
合
に
は
、7
月
以
降
に
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

・
年
税
額
欄
に
は
、納
税
通
知
書
の「
年
税
額
」欄
の
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
過
年
度
該
当
分
は
、特
別
徴
収
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

年
　
　
月
　
　
日

代
表
者
名

郵
便
番
号

－

郵
便
番
号

－

連
絡
先

年
税
額（
ア
）

円 円 円

納
付
済
税
額

（
イ
）

特
別
徴
収

（
給
与
差
引
）

月
分
か
ら
特
別
徴
収
を
希
望
し
ま
す

通
知
書
番
号

普
通
徴
収
税
額
の

口
座
振
替
該
当
有
無

有
　
・
　
無

差
引
徴
収
税
額

（
ア
）―
（
イ
）

フ
リ
ガ
ナ

フ
リ
ガ
ナ

所
属

氏
名

電
話

特
別
徴
収
切
替
届
出（
依
頼
）書

提
出

（特別徴収義務者）

給与支払者

給与所得者

期
分

月
随

時
分

ま
で

（
納
期
限
は
翌
月

1
0
日
で
す
）

月
　

　
　

　
日

 
ま

で
(
備

考
：

）

※
下
記
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

受
付
印

8

令
和

8
8

7

和
歌
山
県
岩
出
市
西
野

20
9

S4
5

3
3

8
28

12
0,
00
0

60
,0
00

1
2
3
4
560
,0

00
2

9

55
55

55
5

◯
◯
◯
◯
-△

△
-×

×
×
×

税
務
課
給
与
係

紀
州
 緑

64
9

62
35

64
9

62
32

△
◯

イ
ワ

デ
　

　
　

ジ
ロ

ウ

◯
　
◯
　
株
式
会
社

和
歌

山
　

太
郎

岩
出

　
 次

郎

岩
出

市
荊

本
63

-2
同
　
　
上

◯
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△

◯

納
税

義
務

者
の

氏
名

・
フ

リ
ガ

ナ
を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

税
額

通
知

書
の

左
上

の
欄

に
あ

る
指

定
番

号
を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

納
税

義
務

者
の

現
住

所
を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

納
税

義
務

者
の

年
税

額
を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

納
税

義
務

者
の

普
通

徴
収

納
付

書
を

ご
確

認
の

う
え

、
期

割
と

金
額

を
必

ず
書

い
て

く
だ

さ
い

。

納
税

義
務

者
の

特
別

徴
収

を
開

始
す

る
希

望
の

月
（

翌
月

10
日

納
期

限
）を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

普
通

徴
収

納
付

書
の

通
知

書
番

号
を

書
い

て
く

だ
さ

い
。

普
通

徴
収

に
お

い
て

口
座

振
替

の
利

用
の

有
無

を
書

い
て

く
だ

さ
い

。

納
税

義
務

者
の

生
年

月
日

を
書

い
て

く
だ

さ
い

。

税
額

通
知

書
の

希
望

送
付

日
（

◯
月

◯
日

ま
で

等
）

が
あ

れ
ば

書
い

て
く

だ
さ

い
。

※
送

付
は

事
務

処
理

の
都

合
上

、
こ

の
届

出
（

依
頼

）
書

を
受

理
し

て
か

ら
２

週
間

程
度

か
か

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
他

連
絡

事
項

等
が

あ
れ

ば
、

備
考

に
書

い
て

く
だ

さ
い

。

納
税

義
務

者
の

令
和

8年
1月

1日
現

在
の

住
所

を
書

い
て

く
だ

さ
い

。


